
労働者派遣事業に関する情報提供 

 
株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア 

 
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第２３条第５項に基づき、

弊社の労働者派遣事業に関する情報をお知らせいたします。 
 

記 
 

１．株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア 

事業所の所在地 東京都港区港南２丁目１３番３１号 品川ＮＳＳビル４階・６階 

許可･届出受理番号 派 13-311536 

受理年月日 平成 30 年 10 月 1 日 

派遣労働者の数 47 名（2024 年 6 月 1 日現在） 

派遣先の事業所数 16（2023 年度の実数） 

派遣料金の平均額 40,776 円（2023 年度／1日 8時間当たりの平均） 

賃金の平均額 34,900 円（2023 年度／1日 8時間当たりの平均） 

マージン率 14.4％ 

労使協定の締結の有無 あり 

労使協定の対象となる派遣労働者 ソフトウェア開発技術者 

労使協定の有効期間 令和 6年 4月１日～令和 7年 3月 31 日 

 

２．株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア 北海道本社 

事業所の所在地 北海道札幌市北区北２１条西３丁目１‐１４ 

許可･届出受理番号 派 13-311536 

受理年月日 平成 30 年 10 月 1 日 

派遣労働者の数 15 名（2024 年 6 月 1 日現在） 

派遣先の事業所数 4（2023 年度の実数） 

派遣料金の平均額 38,430 円（2023 年度／1日 8時間当たりの平均） 

賃金の平均額 27,885 円（2023 年度／1日 8時間当たりの平均） 

マージン率 27.4％ 

労使協定の締結の有無 あり 

労使協定の対象となる派遣労働者 ソフトウェア開発技術者 

労使協定の有効期間 令和 6年 4月１日～令和 7年 3月 31 日 

 



３．株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア 水戸事業所 

事業所の所在地 茨城県水戸市城南２丁目１番２０号 井門水戸ビル２階・５階 

許可･届出受理番号 派 13-311536 

受理年月日 平成 30 年 10 月 1 日 

派遣労働者の数 14 名（2024 年 6 月 1 日現在） 

派遣先の事業所数 3（2023 年度の実数） 

派遣料金の平均額 37,196 円（2023 年度／1日 8時間当たりの平均） 

賃金の平均額 31,854 円（2023 年度／1日 8時間当たりの平均） 

マージン率 14.4％ 

労使協定の締結の有無 あり 

労使協定の対象となる派遣労働者 ソフトウェア開発技術者 

労使協定の有効期間 令和 6年 4月１日～令和 7年 3月 31 日 

 

４．株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア 大阪事務所 

事業所の所在地 大阪府大阪市中央区今橋３丁目３番１３号 
ニッセイ淀屋橋イースト３階 

許可･届出受理番号 派 13-311536 

受理年月日 平成 30 年 10 月 1 日 

派遣労働者の数 -名（2024 年 6月 1日現在） 

派遣先の事業所数 -（2023 年度の実数） 

派遣料金の平均額 -円（2023 年度／1日 8時間当たりの平均） 

賃金の平均額 -円（2023 年度／1日 8時間当たりの平均） 

マージン率 -％ 

労使協定の締結の有無 あり 

労使協定の対象となる派遣労働者 ソフトウェア開発技術者 

労使協定の有効期間 令和 6年 4月１日～令和 7年 3月 31 日 

 

５．株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア 名古屋事務所 

事業所の所在地 愛知県名古屋市中区丸の内１‐９‐８ 

丸の内ＴＫビル１０階１号室 

許可･届出受理番号 派 13-311536 

受理年月日 平成 30 年 10 月 1 日 

派遣労働者の数 2 名（2024 年 6月 1日現在） 

派遣先の事業所数 2（2023 年度の実数） 



派遣料金の平均額 48,732 円（2023 年度／1日 8時間当たりの平均） 

賃金の平均額 33,226 円（2023 年度／1日 8時間当たりの平均） 

マージン率 31.8％ 

労使協定の締結の有無 あり 

労使協定の対象となる派遣労働者 ソフトウェア開発技術者 

労使協定の有効期間 令和 6年 4月１日～令和 7年 3月 31 日 

 

６．共通事項 

マージンについて マージンには、派遣労働者の社会保険料や有給休暇費用、福利厚生

費や教育訓練費など及び施設維持費、間接費用が含まれています。 

教育訓練に関する事項 派遣労働者は、それ以外の社員と同一にスキルアップに必要と考え

られる教育訓練の機会を設けています。 
※教育制度 https://www.jtsnet.co.jp/recruit/career/ 

その他参考事項 派遣労働者は、それ以外の社員と同一の福利厚生、社内制度の適用

を受けることができます。 
 ■ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険  

 ■ 健保組合提携の宿泊・スポーツ施設を利用可 

  （関東 IT ソフトウェア健康保険組合） 

 ■ 財形預金制度  

 ■ 借上社宅制度 

 ■ 資格試験受験料補助制度  

 ■ 資格取得時の報奨金制度 

 ■ 自己啓発支援制度（社内語学講座・語学通信講座補助） 

 ■ クラブ活動費補助制度 

 ■ 育児休業制度 

 ■ 病児保育代補助制度 

 ■ 介護休業制度 

 ■ ウェルネス休暇制度 

 

７．お問い合わせ先 

「採用に関するお問い合わせ」よりお問い合わせください。 

https://www.jtsnet.co.jp/contact-recruit/ 

 
以上 


